
各種国家資格、免許等における旧姓使用の現状等について 令和７（2025）年５月31日現在

資格名

① 資格取得時から旧姓使用が
できるもの

※　制度や運用上、旧姓使用を特段
禁止していないものも含む

②　資格取得後に改姓した場合
は旧姓使用ができるもの

※　資格取得後に改姓があったとし
ても、届出等の義務がないため、そ
のまま旧姓使用が可能なものを△と
して計上

③　現状では旧姓使用ができな
いもの

④　当該資格の資格証、免許証
等における旧姓の表記方法等

⑤　備考（④についてその他を
選択した場合）
※自由記載

旧姓使用に関する対応予定等 備考

警備員指導教
育責任者

都道府県公安
委員会

[昭和57年度]
[警備員指導教
育責任者資格
者証の交付]

機械警備業務
管理者

都道府県公安
委員会

[昭和57年度]
[機械警備業務
管理者資格者
証の交付]

空港保安警備業務

施設警備業務

雑踏警備業務

交通誘導警備業務

貴重品運搬警備業務

核燃料物質等危険物運搬
警備業務

（各１級・２級）

射撃指導員
都道府県公安
委員会

[昭和53年度]
[射撃指導員指
定書の交付]

駐車監視員資
格者

都道府県公安
委員会

[平成16年度]
[駐車監視員資
格者証の交付]

制度担当部署

○

○

道路交通法

2

5

警察庁

警察庁

―警察庁

警備員又は警
備員になろう
とする者の知
識及び能力に
関する検定に
係る合格証明
書の交付を受
けた者

[昭和57年度]

警察庁

No. 所管府省 資格の種類根拠法

1 警察庁 警備業法

猟銃等射撃指導員
クロスボウ射撃指導
員

3

4

警備業法

警備業法

―

銃砲刀剣類所
持等取締法

旧姓使用の現状について

資格付与者
[付与方法]

都道府県公安
委員会

[合格証明書の
交付]

○

○

警察庁生活安全局保安課
℡　代表03-3581-0141

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

警察庁生活安全局生活安全企画課
℡　代表03-3581-0141

警察庁生活安全局生活安全企画課
℡　代表03-3581-0141

警察庁生活安全局生活安全企画課
℡　代表03-3581-0141

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

・警備業法第２条第
１項各号の警備業務
の区分ごと

警察庁交通局交通指導課
℡　代表03-3581-0141

○



資格名

① 資格取得時から旧姓使用が
できるもの

※　制度や運用上、旧姓使用を特段
禁止していないものも含む

②　資格取得後に改姓した場合
は旧姓使用ができるもの

※　資格取得後に改姓があったとし
ても、届出等の義務がないため、そ
のまま旧姓使用が可能なものを△と
して計上

③　現状では旧姓使用ができな
いもの

④　当該資格の資格証、免許証
等における旧姓の表記方法等

⑤　備考（④についてその他を
選択した場合）
※自由記載

旧姓使用に関する対応予定等 備考

制度担当部署
No. 所管府省 資格の種類根拠法

旧姓使用の現状について

資格付与者
[付与方法]

運転免許
都道府県公安
委員会

[大正８年]
[運転免許証の
交付]

技能検定員
都道府県公安
委員会

[昭和39年度]
[技能検定員資
格者証の交付]

教習指導員
都道府県公安
委員会

[昭和35年度]
[教習指導員資
格者証の交付]

8 警察庁

・大型
・中型
・準中型
・普通
・大特
・大自二
・普自二
・牽引
・大型二種
・中型二種
・普通二種

道路交通法

道路交通法

警察庁

・大型
・中型
・準中型
・普通
・大型特殊
・大型二輪
・普通二輪
・小型特殊
・原付
・牽引
・大型第二種
・中型第二種
・普通第二種
・大型特殊第二種
・牽引第二種

7 警察庁

道路交通法

6

・大型
・中型
・準中型
・普通
・大特
・大自二
・普自二
・牽引
・大型二種
・中型二種
・普通二種

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

○

警察庁交通局運転免許課
℡　代表03-3581-0141

警察庁交通局運転免許課
℡　代表03-3581-0141

警察庁交通局運転免許課
℡　代表03-3581-0141

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

○

○

旧姓を併記－旧姓を括弧書き


	調査表

